
宮城県警察本部大規模災害対応業務継続計画

第１ 目的

宮城県警察本部大規模災害対応業務継続計画（以下「本計画」という ）は、県。

内において、地震等の大規模災害が発生し、警察職員（以下「職員」という ）が。

被災し、又は施設が損壊した場合においても、災害対策業務を行いつつ、優先的に

継続する業務及び治安の確保に必要な業務を的確に継続していくため、必要な事項

を定めることを目的とする。

第２ 本計画の方針等

１ 方針等

本計画の実施に当たっては、警察本部各部局（仙台市警察部、警察学校及び東

北管区警察局宮城県情報通信部を含む ）が相互に連携を密にして一体的な活動。

を行うとともに、自治体等関係機関と連携し、的確な業務の推進に努めるものと

する。また、本計画の実施状況について、時機を逸することなく宮城県公安委員

会に報告しなければならない。

２ 計画の公表

本計画の概要は、大規模災害発生時における警察業務について県民の理解を得

られるよう公表するものとする。

３ 教養・訓練

所属長は、職員に対し、計画の周知を図るほか、大規模災害が発生した場合を

想定した教養及び訓練を積極的に実施するものとする。

４ 点検・修正

宮城県地域防災計画の被害想定が変更された場合等においては、本計画の必要

な修正を行うほか、計画の内容について絶えず点検し、必要があると認めるとき

はこれを修正するものとする。

５ 想定する災害と被害想定

⑴ 想定する災害

本計画における災害は、地震、津波、水害、火山噴火、原子力災害等の大規

模災害を指すが、この内、地震については、宮城県地域防災計画に定める想定

地震（注）のうち最大の被害が予想される「東北地方太平洋沖地震 （東日本」

大震災（平成２３年３月１１日 ）と同規模とする。）

注 宮城県地域防災計画に定める想定地震：東北地方太平洋沖地震、宮城県

沖地震及び長町－利府線断層帯地震

⑵ 被害想定

ア 人的被害

死者 約１０，５００人

行方不明者 約１，２００人

避難者 最大約３２万人



イ ライフライン被害

市町村水道 県内全市町村で約６１万２千戸供給支障

広域水道 被災箇所数１５０か所

工業用水道 被災箇所１３３か所

下水道 処理支障１３市町

ガス 供給支障１３市町

電気 約１４２万戸停電

電話 約７６万回線不通

第３ 業務継続実施体制

１ 業務継続実施責任者

⑴ 設置

各所属に業務継続実施責任者を置き、所属長（警察本部の部及び仙台市警察

部に置かれた課等の長並びに警察学校長をいう ）をもって充てる。。

⑵ 任務

業務継続実施責任者は、各所属の計画に関する業務を管理する。

２ 業務継続実施副責任者

⑴ 設置

各所属に業務継続実施副責任者を置き、警察本部の部及び仙台市警察部に置

かれた課等の管理官、次長、副隊長又は副所長及び警察学校副校長をもって充

てる。

⑵ 任務

業務継続実施副責任者は、業務継続実施責任者の業務を補佐する。

第４ 業務の分類

各所属の所掌する業務をあらかじめ次の４種類に分類するものとし、災害応急対

策業務、継続の必要性の高い通常業務及び管理事務を別表第１のとおり非常時優先

業務とする。

１ 災害応急対策業務

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警察が執るべ

き措置で、大規模災害に伴い新たに発生する業務、業務量が増加する業務及び緊

急に対応する必要が生じる業務

２ 継続の必要性の高い通常業務

個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持に必要な業務

であり、一定期間、縮小し、又は中断することにより、治安や県民生活、経済活

動に重大な影響を与えるため、大規模災害の初動対応中であっても業務量を大幅

に縮小することが困難な業務（大規模災害への対応は長期化することが考えられ

るため、組織の維持に必要最低限求められる業務を含む ）。

３ 管理事務

災害応急対策業務及び継続の必要性の高い通常業務（以下「非常時優先業務」



という ）を遂行するために必要な組織管理、庁舎管理等の事務。

４ その他の通常業務

緊急に実施する必要がなく、一定期間大幅な縮小や中断が可能な業務及び積

極的に中断すべき業務

第５ 平素の措置

１ 備蓄、情報通信等の確保

⑴ 備蓄等

総務部会計課長は、大規模災害発生時において、食料その他物資が不足する

ことに備え、平素から食料、その他物資の適切な備蓄及び管理を図ること。ま

た、職員は、職場において、各自着替え、非常食等の準備に努めること。

⑵ 装備品の確保

総務部装備施設課長（以下「装備施設課長」という ）は、大規模災害の発。

生に備え、必要な装備品の管理に努めること。

⑶ 情報通信の確保

ア 東北管区警察局宮城県情報通信部長は、平素から災害に強い警察通信施設

の整備、維持管理、応急用通信資機材の確保等を進めるほか、大規模災害発

生時において、災害警備本部等に必要な通信資機材を迅速に確保して設置で

きる体制を保持するものとする。

イ 総務部情報管理課長は、大規模災害発生時において、情報システムの適切

な運用及び障害復旧を迅速に行うため、平素から訓練を行うなど体制を確立

すること。

⑷ 電源の確保

庁舎の管理責任者（庁舎管理規則（昭和４０年宮城県規則第６４号）第３条

第２項に規定する管理責任者をいう。以下「庁舎管理責任者」という ）は、。

大規模災害の発生に伴う電源供給の停止に備え、装備施設課長と連携して平素

から非常用自家発電機の点検、整備を実施するとともに、大規模災害発生時に

おいて、迅速に対応できる体制を確立すること。

⑸ 救護用品の確保

（ 「 」 。） 、 、警務部厚生課長 以下 厚生課長 という は 大規模災害の発生に備え

負傷者の応急救護に必要な救護用品を確保すること。

２ 所属長の責務

⑴ 非常時優先業務の特定

所属長は、大規模災害発生時において、治安の確保に必要な警察活動を的確

に継続するため、別表第１の業務の分類に基づき災害応急対策業務及び継続の

必要性が高い通常業務に分類するものとする。

ア 業務に与える影響分析の実施

、 、非常時優先業務を特定するに当たっては 個々の業務が停止した場合に

（ 「 」県民等に与える社会的影響を別表第２に基づき分析 以下 業務影響分析
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という ）すること。。

イ 非常時優先業務の特定

業務影響分析の結果、影響の重大性が「中程度（レベルⅢ 」以上と評価）

した業務を非常時優先業務とし、影響の重大性が「小さい（レベルⅡ 」以）

下にとどまると評価した業務については、原則として非常時優先業務から

除外すること。

なお、執務可能な人員が減少することを考慮し、優先順位を付して、非

常時優先業務を特定すること。

ウ 知事部局等関係機関との連携

大規模災害発生時において、非常時優先業務を継続するため、平素から警

察庁、東北管区警察局との連絡及び調整を密にするとともに、知事部局等関

係機関との連携を強化すること。

⑵ 職場における被害軽減対策

ア 職場環境の整備

、 、所属長は 大規模災害発生時における職員の負傷等の被害を防止するため

執務室内の書棚、キャビネット等の転落防止措置を執るなど、職場環境の整

備を指示するとともに、防災、被害防止策等について教養を行うこと。

イ 什器転倒防止措置等

所属長は、地震の発生に備え、執務室内の書棚、キャビネット、テレビ、

プリンタ等の転落・落下防止及び資料等の散逸を防止するため、キャビネッ

ト等の施錠や転落防止の措置を実施すること。また、事前に非常用電源コン

セントの位置を明確にしておくとともに、非常時優先業務を実施するために

必要な機器を平素から非常用電源コンセントに接続しておくこと。

⑶ 安否確認の手順の周知

所属長は、安否確認の手順、報告要領等について、平素から職員及びその家

族に教養を行うなど周知を図ること。

３ 代替施設の整備

⑴ 代替施設の決定

警察本部庁舎が被災し、災害警備本部を設置できない場合は、災害の規模、

被災地域、インフラ、ライフラインの状況等を総合的に判断し、次の場所のい

ずれかに災害警備本部を設置するものとする。

ア 宮城県警察学校 （第一順位）

イ 宮城県警察機動センター（第二順位）

ウ 宮城県警察機動隊 （第三順位）

⑵ 備蓄・情報通信等の確保

大規模災害の発生時において、食料や事務用物資等が入手困難となった場合

に備え、代替施設には、平素から備蓄食料等に努めるものとする。また、平素

から通信施設の整備、情報システムの機能の確保及び電源供給の停止に備えた
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非常用電源の確保に努めるものとする。

第６ 大規模災害発生時の措置

１ 安否確認

⑴ 職員等の安否確認

所属長は、大規模災害が発生した際、職員及びその家族の安否を確認するこ

と。

⑵ 安否確認の方法

ア 自身及び家族の安否確認

職員は、大規模災害が発生したときは、家族の安否を確認し、自身及び家

族の安否について、所属長に報告すること。

イ 災害警備本部への報告

所属長は、職員及びその家族の安否の情報を集約し、災害警備本部に報告

すること。

ウ 災害伝言ダイヤル等の活用

地震発生後は、電話による通話が困難になることが予想されることから、

安否確認及びその報告に当たっては、携帯電話の電子メール、災害掲示板、

災害伝言ダイヤル等を活用して行うこと。

２ 業務継続のための執務体制の確立

⑴ 招集等

職員の招集及び参集は、宮城県警察非常招集規程（平成８年宮城県警察本部

訓令第１１号）に定めるところによるほか、大規模災害が発生し 「宮城県警、

察災害警備実施要領の改正について（通達 （平成３１年３月１日付け宮本備）」

第１７１号。以下「実施要領」という ）で定める非常体制を発令した場合に。

は、災害警備本部等の要員に指定された職員を招集し、非常時優先業務を実施

するための体制を確保するものとする。

⑵ 非常招集及び非常参集上の留意事項

ア 応招及び参集時の服装

警察官は、原則として出動服とし、その他の職員は、災害警備活動に適し

た服装とする。ただし、特殊な任務に従事する者は､当該任務に適した服装

とする。

イ 携行品等

職員は、宮城県警察非常招集規程第９条に規定するもののほか、３日程度

を基準とし、着替え、非常食、雨衣、軍手、現金、収納ザック等長期の活動

に対応することができる物を携行するものとする。

３ 計画の発動、継続等

⑴ 計画の発動

大規模災害の発生時における計画の発動は、実施要領に定める非常体制が発

令された場合のほか、警察本部長の発動によるものとする。
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⑵ 非常時優先業務の継続

非常時優先業務の継続は、警察本部庁舎及び職員の被災など出動が不能な職

員の割合に応じて判断するものとする。

⑶ 通常業務への移行

通常業務への移行は、災害の規模、ライフライン、公共交通機関の復旧状況

等を考慮し、総合的に判断するものとする。

４ 業務継続のための執務環境の整備

⑴ 庁舎機能の確保等

ア 庁舎の立入禁止等の措置

庁舎管理責任者は、大規模災害により、庁舎が破損した場合は、立入禁止

等の措置を講じるものとする。また、所属長は、非常用自家発電機による電

力供給時は、非常時優先業務を実施するために必要な電力以外の使用を抑制

する。

イ 来庁者への対応

所属長は、大規模災害の発生により来庁者を庁舎内に一時的に待機させる

必要があると認めたときは、非常時優先業務の実施に影響を及ぼさない範囲

内において、来庁者を一時的に待機させるものとするが、待機時間が長時間

にわたるなど、非常時優先業務の実施に影響を及ぼすおそれがあると認める

場合には、災害警備本部と調整し、来庁者を庁舎周辺の避難所等に案内し、

又は誘導するものとする。

⑵ 負傷者への対応

厚生課長は、負傷者が発生した場合は、救護用品を活用して応急救護処置を

行うとともに、必要により、医療機関に搬送するものとする。



特別派遣部隊の援助要求に関すること。

県議会及び公安委員会に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

【総務課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

公安委員の安否確認に関すること。

災害警備本部等の設置に関すること。

県議会及び公安委員会に係る企画及び連絡調整に関すること。

警察運営に係る重要施策の企画及び調整に関すること。

警察署協議会の運営に関すること。

　

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

別表第１

災
害
応
急
対
策
業
務

関係都道府県警察及び関係機関への報告・連絡調整に関すること。

警察本部長の秘書に関すること。



【会計課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

食料の確保及び配分に関すること。

支援物資の収受及び配分に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

警察活動に必要な物品の調達に関すること。

遺失・拾得業務の支援に関すること。



電話交換業務に関すること。

通信機材の運用及び管理に関すること。

装備資機材の調達及び運用に関すること。

【装備施設課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

来庁者の避難誘導に関すること。

本部庁舎施設の緊急点検及び復旧に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

警察車両の運用及び調達に関すること。

各施設の被害状況の把握に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

拳銃、実包、無線機等の管理状況の把握に関すること。

警察車両の整備に関すること。

施設の復旧に関すること。



取材便宜供与に関すること。

 

【広報相談課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害広報及び報道対策に関すること。

相談及び苦情の受理及び管理に関すること。

ホームページ更新に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

相談業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。



警察庁及び管区警察局に対する情報システムの障害状況の報告及び連絡に関すること。

運用制限による災害警備活動に必要な情報システム機能の確保に関すること。

【情報管理課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害警備本部等の設置に伴う支援に関すること。

情報システム機能の確認、回復等に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

非
常
時
優
先
業
務

庁舎内LAN回線の応急修理、特設執務室等へのLAN回線設置に関すること。

通信事業者の通信回線等障害状況の把握、連絡調整に関すること。

照会業務に関すること。

ＩＴ機器の障害対応及び修繕対応に関すること。

情報システムの運用に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

　

　

　

　

　　

　



被留置者の移送及び釈放状況の確認に関すること。

被留置者の食料の補給に関すること。

【留置管理課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

各署留置施設及び検察庁同行室の被災状況並びに被留置者の安否確認に関すること。

被留置者の避難及び解放の状況の確認に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

集中護送に関する企画、運営に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

各署に対する被留置者移送の支援に関すること。

仙台地方検察庁・仙台拘置支所等関係機関との連絡調整に関すること。



職員の人事に関すること。

災害警備本部に対する行方不明職員の身上等の情報提供に関すること。

被害者等への支援に関すること。

各種手当に関すること。

職員の病気休暇等に関すること。

【警務課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

総合当直に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

臨時職員の任用に関すること。

被害者支援の企画及び関係機関・団体との連携、調整に関すること。

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

犯罪被害者等給付金に関すること。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

給与の支給に関すること。

司法警察員の指定等に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務



【教養課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

受援連絡隊の編成及び運用に関すること。

特別派遣部隊の受援に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務



叙位及び叙勲に関すること。

【監察課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

訟務事務の処理に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

監察関連業務（非違事案の調査、懲戒処分等に限る。）に関すること。



　

【厚生課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

職員の負傷状況等の確認及び稼働医療機関情報の収集に関すること。

保健衛生（救急薬品の配分等）に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

　

　

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

　

　

　

職員の健康管理に関すること。

　



犯罪情勢の把握に関すること。

流言飛語の対策に関すること。

犯罪予防一般に関すること。

【生活安全企画課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

被災地における生活安全対策に関すること。

警察災害派遣隊生活安全部隊等の運用に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

犯罪、事故その他の事案に係る県民生活の安全と平穏に関すること。

火薬類の運搬に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

銃砲刀剣類所持等取締法の許認可業務に関すること。

核燃料物質、放射性同位元素、特定物質及び届出病原体の運搬に関すること。

酩酊者、行方不明者、迷子、その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

安全安心に関する市民等への情報伝達に関すること。

風俗営業、古物営業、警備業等の許認可業務に関すること。



【県民安全対策課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災
害
応
急
対
策
業
務

災害に関する行方不明者に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

　

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

ストーカー行為等の規制等に関する法律に関すること。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に関すること。

児童虐待の防止等に関する法律に関すること。



少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

【少年課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

生活安全班に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

警察庁、関係都道府県警察及び関係機関との連絡及び調整に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

　

少年を被害者とする犯罪の防止及び被害少年の保護に関すること。

少年事件の捜査及び調査に関すること。



災害に便乗した利殖勧誘事犯、特定商取引事犯等の取締りに関すること。

【生活環境課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

高圧ガス及び危険物等の被害防止に関すること。

関係都道府県警察及び関係機関との連絡及び調整に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

銃砲刀剣類所持等取締法の取締りに関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

火薬類の取締りに関すること。

環境関係・保健衛生事犯の取締りに関すること。



業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災
害
応
急
対
策
業
務

ＳＮＳによる救助要請情報等の確認に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

【サイバー犯罪対策課】

インターネット上の違法情報、有害情報に関すること。

重大サイバー犯罪に関すること。

サイバーテロ発生時の連携に関すること。



県災害対策本部への職員の派遣(ヘリ運用調整会議等）に関すること。

被災者の救出及び救護活動に関すること。

警察航空機、警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

【地域課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害警備本部等の設置に関すること。

警察庁及び管区警察局への報告・連絡調整に関すること。

警察災害派遣隊地域部隊等の運用に関すること。

災害情報及び被災情報の収集伝達に関すること。

防災関係機関との連絡調整に関すること。

関係都道府県警察及び関係機関との連絡及び調整に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

災
害
応
急
対
策
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

交番及び駐在所における地域警察官の運用に関すること。

水難、山岳遭難その他の事故における人命救助に関すること。



警察署、移動局等への被害状況の報告、指示に関すること。

被害情報の収集及び集約に関すること。

【通信指令課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

通信指令室及び各警察署の通信機器被害の把握並びに損傷（壊）機器類の修理及び応急措置に関すること。

通信統制と通信状態の確保に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

１１０番受理及び指令業務に関すること。



警備部隊の編成、運用に関すること。

代替災害警備本部設置時の施設運用に関すること。

大規模警備実施に伴う対応に関すること。

【機動警ら隊】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

救出救助活動及び避難誘導活動に関すること。

交通規制による円滑な交通の確保に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

　

　

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

警ら用無線自動車等による警らに関すること。

重要防護対象等の警戒活動に関すること。

　



他県鉄道警察隊との連絡体制の確立に関すること。

【鉄道警察隊】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

仙台駅利用者の避難誘導及び救出救助活動に関すること。

鉄道事業者との連絡体制の確立に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

　

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

ＪＲ駅構内及び同駅周辺の警戒警らに関すること。

仙台市営地下鉄駅構内の警戒警らに関すること。



検視統計に関すること。

捜査共助に関すること。

【刑事総務課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害に対応した刑事部の捜査運営に関すること。

災害に乗じた犯罪被害状況の集約に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

犯罪統計の分析及び活用に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

公判対応に関すること。

指名手配に関すること。



警察災害派遣隊刑事部隊等の運用に関すること。

装備・予算に関すること。

【捜査第一課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

検視の総括に関すること。

身元確認、遺体引渡し等に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

発生事故・事件等緊急事案への対応に関すること。

身柄拘束事件の処理等継続処理を要する事案への対応に関すること。



【捜査第二課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害便乗型特殊詐欺事件発生に伴う捜査に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

主管する事件発生に伴う捜査に関すること。



【捜査第三課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

被災地における窃盗犯罪の捜査取締りに関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

重要窃盗事件捜査に関すること。

関係都道府県及び関係機関との連絡及び調整に関すること。



【鑑識課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

検視に関すること。

警察災害派遣隊身元確認支援部隊の運用に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

事件事故等緊急事案への対応に関すること。

装備・予算に関すること。



【機動捜査隊】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

被災地での不法事案の捜査取締りに関すること。

特別機動捜査部隊の運用に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

重要事件捜査に関すること。



【科学捜査研究所】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

検視に係る鑑定及び検査に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

法科学のうち至急鑑定を要する項目の鑑定及び検査に関すること。

重要・凶悪事件発生時の現場活動に関すること。



関係都道府県警察及び関係機関との連絡及び調整に関すること。

【組織犯罪対策課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

外国人犯罪組織の動向把握に関すること。

一般の外国人への情報提供に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

国際捜査共助及び国際犯罪捜査に関すること。

組織犯罪情報の収集、集約及び分析に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

主管する事件発生に伴う捜査に関すること。

通訳及び翻訳に関すること。

マネーローンダリング対策に関すること。



保護対策に関すること。

【暴力団対策課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

暴力団組織等の動向把握に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

指定暴力団再指定に向けた資料集約に関すること。

暴力団の情報、資料及び分析管理に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

主管する暴力団犯罪捜査に関すること。

中止命令発出等の暴力団対策法の運用に関すること。

暴力団排除条例の適用及び広報に関すること。



拳銃等及び薬物対策に関する広報活動に関すること。

【銃器薬物対策課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

拳銃等及び薬物事犯の発生状況の把握及び情報収集に関すること。

関係機関との連絡調整に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

拳銃等及び薬物事犯に係る総合的な企画及び調整に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

拳銃等及び薬物事犯の取締りに関すること。

拳銃等及び麻薬、向精神薬等の盗難事案に関すること。



【交通企画課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

警察庁及び管区警察局、隣接県警察、関係機関等との連絡調整に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

県民への情報伝達に関すること。



広域交通規制の実施に関すること。

広域又は大規模交通規制・管制についての連絡調整に関すること。

【交通規制課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

安全施設の被災状況の確認及び復旧業務に関すること。

緊急交通路の確保に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

交通管制システム等の維持管理に関すること。

  

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

安全施設の復旧に係る予算要求等に関すること。

交通情報に関すること。



【交通指導課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

警察災害派遣隊交通部隊等の運用に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。



【運転免許課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

運転免許業務に関すること。

運転者管理システムの運用に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

災
害
応
急
対
策
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。



【運転教育課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

運転免許の各種講習及び行政処分に関すること。



【交通機動隊】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

交通規制及び交通路線の確保に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

幹線道路等における交通整理及び悪質危険違反の取締りに関すること。



高速道路における悪質・危険違反の取締りに関すること。 

高速道路における交通規制の実施に関すること。

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

高速道路における交通対策に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

高速道路における交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査、手配に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

【高速道路交通警察隊】

災
害
応
急
対
策
業
務

高速道路における交通情報に関すること。



警備情報の収集、分析及び調査に関すること。

警察庁等との連絡調整に関すること。

【公安課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

被害情報の収集及び集約に関すること。

災害警備状況の把握に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

災害警備本部等の設置及び運用に関すること。

県災害対策本部への職員の派遣に関すること。

警備犯罪の取締り及び捜査に関すること。



警察庁及び管区警察局への報告・連絡調整に関すること。

突発重大事案発生時の対応に関すること。

集会、集団行進及び集団示威運動の許可等に関すること。

【警備課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害警備本部等の設置及び運用に関すること。

災害警備の総括に関すること。

テロ、ゲリラ事件等重大事案発生時の対応に関すること。

大規模警備実施（災害警備を除く。）に伴う対応に関すること。

県災害対策本部への職員の派遣に関すること。

警察災害派遣隊警備部隊等の運用に関すること。

被災者の救出及び救護活動に関すること。

警備部隊の編成及び運用に関すること。

災害情報及び被災情報の収集伝達に関すること。

防災関係機関との連絡調整に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

災
害
応
急
対
策
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

広報対応を初めとする県民等への情報伝達に関すること。

警衛・警護警備に関すること。

重要防護施設の警戒警備に関すること。



災害情報及び被災情報の収集伝達に関すること。

【外事課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害警備本部等の設置及び運用に関すること。

県災害対策本部への職員の派遣に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

外国人に係る警備情報の収集、分析及び調査に関すること。

外国人に係る警備犯罪の捜査に関すること。



災害に伴う装備品の運用管理に関すること。

部隊出動に伴う部隊編成に関すること。

各種装備品の点検整備に関すること。

【機動隊】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

災害警備本部との連絡体制の確立に関すること。

救出救助活動の実施に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

補給（災害関連）に関すること。

代替災害警備本部設置時の施設運用に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

重要防護施設の警戒警備に関すること。

各種出動要請に伴う出動（災害以外）に関すること。



【警察学校】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

代替災害警備本部設置時の施設運用に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

施設の維持管理に関すること。

災害警備活動の補助に関すること。



業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

仙台市災害対策本部との連絡調整に関すること。

仙台市の区域内を管轄する警察署の災害に関する連絡調整に関すること。

仙台市の区域内における業務運営の総合的な企画及び調整に関すること。

仙台市との連絡調整に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

【仙台市警察部庶務課】

災
害
応
急
対
策
業
務



非
常
時
優
先
業
務

部内各課との連絡調整に関すること。

　

【通信庶務課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

情報通信部の車両及び発動発電機用燃料の確保に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

受援物品の受入及び点検に関すること。

　

災
害
応
急
対
策
業
務

　

管区警察局等からの情報収集及び連絡に関すること。



無線中継所施設・設備の保守、点検及び障害対応に関すること。

宮城県警察のニーズ把握及び対処に関すること。

警察通信運用業務の指導等に関すること。

非
常
時
優
先
業
務

警察通信設備の重要障害への対応（災害応急対策業務分を除く。）に関すること。

各種警備に伴う通信対策に関すること。

重大事案発生時の初動対応通信対策に関すること。

通信資機材の支援要請等の調整に関すること。

災害警備活動に必要な通信の確保及び各種映像の配信に関すること。

警察庁、管区警察局及び宮城県警察との連絡体制の確立に関すること。

【機動通信課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

通信設備の被害状況の調査及び把握に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

通信設備の重要障害への対応及び障害復旧対策に関すること。

各種情報通信システム設備の保守、点検及び障害対策に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

通信指令施設・設備の保守、点検及び障害対応に関すること。

災害警備本部等の通信設備の立上げ（本部代替を含む。）及び要員の配備に関すること。



非
常
時
優
先
業
務

部内各課との連絡調整に関すること。

臨時電話回線、専用回線等の新増設等に係る電気通信事業者等への対応に関すること。

通信施設の維持工事に係る業務に関すること。

　

【通信施設課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

管区警察局への報告・連絡調整（警察通信施設に関する被害状況等）に関すること。

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

通信手段の機能の確認、回復等通信の確保に関すること。

臨時無線局の開設等に関すること。

災
害
応
急
対
策
業
務

無線局の混信・妨害事案への対応に関すること。



非
常
時
優
先
業
務

警察庁、管区警察局及び宮城県警察との連絡調整に関すること。

サイバーテロ 事案緊急対処・予兆把握に関すること。

技術支援に関すること。

　

【情報技術解析課】

業　　務　　の　　分　　類　　　

業　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容

継
続
の
必
要
性
の
高
い
通
常
業
務

管
理
事
務

上記業務を遂行するに当たり必要な職員の招集・参集及び安否確認に関すること。

　

災
害
応
急
対
策
業
務

　



別表第２

業務停止に伴う影響の重大性の基準

影響の重大性 業務が停止することに伴い生じる影響の程度

社会的影響はわずかにとどまる（ほとんどの人は全

く影響を意識しないか、意識をしても許容可能な範囲レベルⅠ 軽 微

であると理解する 。。）

若干の社会的影響が発生する（大部分の人は許容可
レベルⅡ 小さい

能な範囲であると理解する 。。）

社会的影響が発生する（社会的な批判が一部で生じ

レベルⅢ 中程度 得るが、過半の人は許容可能な範囲であると理解す

る 。。）

相当の社会的影響が発生する（社会的な批判が発生
レベルⅣ 大きい

し、過半の人は許容可能な範囲外であると考える 。。）

甚大な社会的影響が発生する（大規模な社会的批判

レベルⅤ 甚 大 が発生し、大部分の人は許容可能な範囲外であると考

える 。。）


